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[
キ
ー
ワ
ー
ド
]

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
、
実
施
委
託
、
国
家
賠
償
責
任
、
児
童
の
訴
訟
行
為
の
法
定
代
理

な
お
、

C
が
自
立
援
助
ホ
ー
ム
で
は
な
く
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

面
例
の
内
容
]

9
ー

ー

ー

ー

ー

ー

-

A

は、

B
市
に
あ
る

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
が
、

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の

D
指
導
員
か
ら
暴
行
を
受
け
、
視
力
を

ー
失

っ
た
。

A
は
、
誰
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
は
、

―
法
人
格
は
な
い
。
B
市
自
立
援
助
ホ
ー
ム
事
業
実
施
要
綱
で
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
特
段

の
規
定
は
な
い
。

(
5
)
 

[
事
例
]

自
立
援
助
ホ
ー
ム
指
導
員
の
入
所
児
童
に
対
す
る
暴
行

古

畑

淳
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自
立
援
助
ホ
ー
ム
と
は
、
義
務
教
育
終
了
児
童
等
（
義
務
教
育
を
終
了
し
た
児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
で
あ

っ

て
、
児
童
福
祉
法
第
二
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
措
置
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
を
解
除
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

も
の
を
い
う
）
で
あ

っ
て

「児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
を
希
望
す
る
者
が
、
当
該
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
を
受
け
る
た
め
に
、

共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
を
言
う

（法
三
三
条
の
六
第

一
項
参
照
）
が
、
右
の
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
と
は
、
義
務
教
育
終

了
児
童
等
に
対
し
て
、
同
住
居
に
お
い
て
日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
並
び
に
就
業
の
支
援
を
行
う
こ
と

（児
童
福
祉
法
二
五
条

の
七
第
一
項
三
号
）
を
言
う
。
な
お
、
児
童
福
祉
法
（
以
下
単
に
「
法
」
と
い
う
場
合
が
あ
る
）
六
条
の
三
第
一
項
は
、

「児
童
自
立
生

活
援
助
の
実
施
」
と

「児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
を
解
除
さ
れ
た
者
に
つ
き
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
事
業
」
の

二
つ
を
併
せ
て

「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
と
言
う
と
定
め
て
い
る
。

「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
は
、
児
童
福
祉
法
一三
二
条
の
六
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
る
が
、
同
条

一
項
は
、
「
都
道
府
県
は
、
そ
の

区
域
内
に
お
け
る
義
務
教
育
終
了
児
童
等
の
自
立
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
義
務
教
育
終
了
児
童
等
か
ら
申
込
み

が
あ
っ
た
と
き
は
、
自
ら
又
は
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者

（都
道
府
県
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
委
託
し
て
、
そ

の
義
務
教
育
終
了
児
童
等
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
義
務
教
育
終
了
児
童
等
が
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居

に
お
い
て
相
談
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
並
び
に
就
業
の
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
略
）
」
と
定
め
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
法
三
三
条
の
六
第
一
項
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
は
、
都
道
府
県
を
実
施
主
体
と
し
て
都
道
府
県
が
実
施
義
務

二
、
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
の
実
施
主
体
に
つ
い
て

[
事
例
の
検
討
]

一
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
児
童
福
祉
法
上
の
位
置
付
け
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を
負
う
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
要
保
護
児
童
の
措
置
に
つ

い
て
定
め
る
法
二
七
条
一
項
三
号
の
規
定
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
本

条
一
項
の
構
造
は
、
利
用
者
の
申
込
み
に
対
し
て
自
治
体
が
実
施
決
定
を
す
る
仕
組
み
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
保
育
所
保
育
の

実
施
に
つ
い
て
定
め
る
法
二
四
条
一
項
の
構
造
と
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。
法
一
三
二
条
の
六
第
一
項
の
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
は
、

義
務
教
育
終
了
児
童
等
の
申
込
み
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
実
施
決
定
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る

こ
と
）
。

三
、
A
の
C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
ヘ
の
入
所
と

A
に
対
す
る

D
指
導
員
の
暴
行

以
上
か
ら
A
は
、
児
童
福
祉
法
三
三
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
都
道
府
県
の
実
施
決
定

（
及
び
実
施
委
託
決

定
）
に
よ
り
C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

施
の
実
施
権
限
が
児
童
相
談
所
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
児
童
相
談
所
長
が
当
該
実
施
の
決
定
を
す
る
）
。

本
事
例
で

A
は、

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の

D
指
導
員
か
ら
暴
行
を
受
け
、
視
力
を
失
う
と
い
う
傷
害
を
負
っ

て
い
る
。
D
指
導
員
の
暴

行
行
為
は
、
被
措
置
児
童
等
虐
待
に
つ
い
て
定
め
る
法
三
三
条
の

一
0
第
一
項
一
号
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
同
条
一
項
は
自
立
援

助
ホ
ー
ム
を
被
措
置
児
童
等
虐
待
の
防
止
対
象
施
設
と
は
規
定
し
て
い
な
い
た
め
、
本
事
例
に
は
被
措
置
児
童
等
虐
待
の
防
止
等
に
つ
い

て
定
め
る
児
童
福
祉
法
第
二
章
第
七
節
の
規
定
の
適
用
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
は

三
条
で
、
「
何
人
も
、
児
童
に
対
し
、
虐
待
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
の
で
、

(
l
)
 

法
に
違
反
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

A
に
対
す
る

D
指
導
員
の
暴
行
行
為
は
、
同

と
こ
ろ
で
、
児
童
福
祉
法
は
三
四
条
の
六
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
知
事
は
、
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
が
、
（
略
）
そ
の
事
業
に
係
る
児
童
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
（
略
）
は
、

（
法
三
二
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実

（
法
三
―
―
一
条
の
六
第
二
項
も
参
照
の
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四
、
失
明
と
い
う
後
遺
障
害
に
対
す
る
A
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て

「児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
の
実
施
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、

ホ
ー
ム
で
の
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
は
、
本
来
は
都
道
府
県
が
行
う
べ
き
事
務
で
あ
っ
た
も
の
を
、
法
―
―
一
三
条
の
六
第
一
項
の

規
定
に
し
た
が
い
、
都
道
府
県
が
C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
委
託
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

お
も
付
言
す
る
と
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
に
つ
い
て
都
道
府
県
は
、
実
施
決
定
以
後
の
実
施
過
程
に
つ
い
て
も
責
任
を
有
し
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
と
は
、
「
義
務
教
育
終
了
児
童
等
の
自
立
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
連

(2
)
 

の
事
務
、
す
な
わ
ち
、

「
日
常
生
活
上
の
援
助
及
び
生
活
指
導
並
び
に
就
業
の
支
援
」
を
言
う
か
ら
で
あ
る
）
。

J

レJ

に
な
る

て

（＿） 

そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
て
い
る

に
四
四
条
の
三
の
規
定
も
参
照
の
こ
と
）
。
こ
れ
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
等
を
行
う
者
に
対
す
る
知
事
の
監
督
権
限
を
定
め
る
規

定
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
事
例
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
本
事
例
に
お
い
て
は
、

D
指
導
員
の
暴
行
行
為
の
重
大
性
か
ら
見

（
前
述
し
た
よ
う
に
本
事
例
は
法
令
違
反
事
例
で
あ
る
）
、

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
は
同
条
の
適
用
を
受
け
る
可
能
性
が
大
き
い
と
い
う

（
と
い
う
よ
り
も
、
本
事
例
は
知
事
の
監
督
権
限
が
適
切
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
例
で
あ
る
）
。

で
は
、
失
明
と
い
う
後
遺
障
害
を
負
っ
た

A
は
誰
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
事
例
で
ま
ず
注
目
す
る
べ
き
は
、

A
の
C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
ヘ
の
入
所
は
、
法
三
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の

都
道
府
県
を
被
告
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て

「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
の
実
施
責
任
に
つ
い
て

（以
上
に
つ
い
て
な

（法
三
四
条
の
四
及
び
三
四
条
の
五
並
び

A
に
実
施
さ
れ
て
い
た

C
自
立
援
助

そ
う
す
る
と

A
は
ま
ず
、
国
家
賠
償
法

一
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
都
道
府
県
を
被
告
と
し
て
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
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考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
は
、
「
国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
る
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に

つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
が
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
る
。
」

と
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
本
事
例
で
は
、
以
上
の
規
定
か
ら
次
の
三
点
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

①

「児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
は
国
家
賠
償
法

一
条

一
項
の
「
公
権
力
の
行
使
」
に
当
た
る
か
否
か
、

②
C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の

D
指

導
員
は
同
項
の

「
公
務
員
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
、
③
D
指
導
員
の
暴
行
行
為
は
公
務
の
性
格
を
有
す
る
か
、

（
損
害
）
は
「
公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、

①
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」

は
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
権
力
の
行
使
」

に
当
た
る
か
否
か

つ
ま
り
、

A
の
後
遺
傷
害

の
三
点
で
あ
る
。

ま
ず
、

「児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
に
「
公
権
力
の
行
使
」
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
国
家
賠
償

法

一
条

一
項
の
適
用
で
問
題
と
な
る
「
公
権
力
の
行
使
」
の
概
念
に
つ
い
て
学
説
は
、
狭
義
説
、
広
義
説
、
最
広
義
説
の
三
つ
を
提
示
し

(3
)

（

4
)
 

て
い
る
が
、
通
説
の
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
広
義
説
で
あ
る
。
広
義
説
と
は
、
国
家
賠
償
法

一
条
一
項
の
「
公
権
力
の
行
使
」
に

は
「
本
来
の
権
力
的
作
用
に
加
え
て
、
民
法
が
適
用
さ
れ
る
私
経
済
的
作
用
お
よ
び
国
家
賠
償
法
―
一
条
が
適
用
さ
れ
る
公
の
営
造
物
の
設

置
管
理
作
用
を
除
く
非
権
力
的
作
用

（
つ
ま
り
、
民
法
お
よ
び
国
家
賠
償
法
二
条
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
非
権
力
的
作
用
）
」
ま
で

も
が
含
ま
れ
る
と
す
る
説
で
あ
る
が
、
こ
の
説
に
お
い
て
は
、
教
育
活
動
、
行
政
指
導
、
医
療
行
為
な
ど
も
「
公
権
力
の
行
使
」
に
含
ま

(
5
)

（

6
)
 

れ
る
と
さ
れ
る
。
判
例
も
広
義
説
を
採
用
し
て
い
る
と
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
は
、
た
と
え
ば
、
「
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
い
う
『
公
権

カ
の
行
使
』
に
は
、
公
立
学
校
に
お
け
る
教
師
の
教
育
活
動
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
」
る
な
ど
と
判
示
し
て
い
る

（最

高
裁
判
所
第
一
―
小
法
廷
昭
和
六
二
年
二
月
六
日
判
決
（
判
時

―
二
三
―一号一

0
0
頁））
。

こ
の
よ
う
に
通
説
・
判
例
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
権
力
の
行
使
」
の
意
味
に
つ
い
て
広
義
説
の
立
場
を
と
り
、
教
育
活
動

の
よ
う
な
非
権
力
的
作
用
も
「
公
権
力
の
行
使
」
に
該
当
す
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
事
例
で
問
題
と
し
て
い
る
「
児
童
自
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る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

立
生
活
援
助
の
実
施
」
に
つ
い
て
も
、
通
説

・
判
例
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
公
権
力
の
行
使
に
該
当
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

②
C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の

D
指
導
員
は
国
家
賠
償
法
一
条
＿
項
の
「
公
務
員
」
に
当
た
る
か
ど
う
か

次
に
、

D
指
導
員
が
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
務
員
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
「
公
務
員
」

、
、
、
、
ヽ
ヽ

(7
)

と
は
、
身
分
上
の
公
務
員
で
は
な
く
「
公
権
力
の
行
使
を
委
ね
ら
れ
た
者
の
意
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
児
童
福
祉
法
三
三
条

の
六
の
規
定
に
基
づ
い
て
C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
で
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
を
行
う
D
指
導
員
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施

を
委
託
さ
れ
た
国
家
賠
償
法
上
の
公
務
員
で
あ
る
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
の
実
施
主
体
は
都
道
府

県
で
あ
り
、
「
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
」
の
実
施
責
任
は
、
実
施
過
程
を
も
含
め
て
都
道
府
県
に
あ
る
と
い
う
点
が
や
は
り
重
要
で

あ
る
。
行
政
が
本
来
な
す
べ
き
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者
（
本
事
例
で
は

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の

D
指
導
員
）
を
公
務
員
と
判
定
す
る
こ

(8
)
 

と
は
、
行
政
の
事
務
の
実
施
責
任
を
明
確
に
す
る
意
味
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

③
D
指
導
員
の
暴
行
行
為
は
公
務
の
性
格
を
有
す
る
か
ど
う
か

三
つ
目
に
、

D
指
導
員
の
暴
行
行
為
は
公
務
の
性
格
を
有
す
る
か
、

を
行
う
に
つ
い
て
」
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
、

援
助
の
実
施
」
の
実
施
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
か
ら
、

D
指
導
員
の
暴
行
行
為
は
公
務
と

(9
)
 

の
間
に

一
定
の
関
連
性
を
持
つ
行
為
（
公
務
関
連
行
為
）
と
し
て
、
国
家
賠
償
法
一
条

一
項
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ

(10) 

れ
る
。

④
検
討
の
補
足
ー
積
善
会
児
童
養
護
施
設
集
団
暴
行
事
件
の
紹
介

つ
ま
り
、

A
の
後
遺
障
害
（
損
害
）
は
「
公
務
員
が
、
そ
の
職
務

D
指
導
員
の
暴
行
行
為
は

「児
童
自
立
生
活

こ
こ
で
、
社
会
福
祉
法
人
が
運
営
す
る
児
童
養
護
施
設
で
生
じ
た
児
童
間
の
集
団
暴
行
事
件
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
い
わ
ゆ
る
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「積
善
会
児
童
養
護
施
設
集
団
暴
行
事
件
」
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
は
、
集
団
暴
行
に
よ
り
後
遺
障
害
を
負
っ
た
入
所
児
童
（
同
児
童
は
、

県
の
児
童
福
祉
法
二
七
条
一
項
三
号
に
基
づ
く
入
所
措
置
決
定
と
そ
の
委
託
決
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
運
営
の
児
童
養
護
施
設
に
入
所

し
て
い
た
）
が
、
施
設
長
及
び
職
員
に
以
下
の
過
失
、
す
な
わ
ち
、
入
所
し
て
い
る
児
童
を
保
護
監
督
す
る
義
務
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
っ

た
と
主
張
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
に
対
し
て
民
法
七
一
五
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と
と
も
に
、
県
に
対
し
て
国
家
賠
償
法

一

条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
都
道
府
県
の
事
務
が
民
間
委
託
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
本
事
例
と
事

情
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
右
事
件
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
は
、
児
童
の
国
家
賠
償
請
求
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
都
道
府
県
に
よ
る
三
号
措
置
に
基
づ
き
社
会
福
祉
法
人
の
設
置
運
営
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
た
児
童
に

対
す
る
当
該
施
設
の
職
員
等
に
よ
る
養
育
監
護
行
為
は
、
都
道
府
県
の
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
公
務
員
の
職
務
行
為
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
。
」
と
の
判
断
で
あ
る
（
最
高
裁
判
所
第

一
小
法
廷
平
成

一
九
年

一
月
二
五
日
判
決
（
民
集
六
一
巻
一
号
二
貝
、
判
時
一
九
五

七
号
六

0
頁
、
判
タ
一
三
二
三
号
一
三
六
頁
）。

以
下
こ
れ
を
「
平
成
一
九
年
最
高
裁
判
決
」
と
い
う
場
合
が
あ
る
）
。

以
上
は、

児
童
養
護
施
設
で
の
児
童
に
対
す
る
「
養
育
監
護
行
為
」
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
が
、
右
事
例
と
本
事
例
は
と
も
に
、
本

来
は
都
道
府
県
が
行
う
べ
き
事
務
で
あ
る
も
の
が
民
間
に
委
託
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
委
託
さ
れ
た
双
方
の
事
務
に

は
と
も
に
公
務
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本
事
例
に
お
い
て
も
平
成

一
九
年
最
高
裁
判
決
と
同
様
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き

(11
)
 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

D
指
導
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て

①
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
と
併
せ
て
公
務
員
個
人
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て

本
事
例
で

A
は、

D
指
導
員
を
被
告
と
し
て
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
に
と
く
に

異
論
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
問
題
は
、
本
事
例
で

A
は
、
都
道
府
県
を
被
告
と
し
て
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
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-E

え
る
の
だ
ろ
う
か
。

護
施
設
集
団
暴
行
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
は
、
社
会
福
祉
法
人
を
被
告
と
す
る
原
告
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
判
断
す
る
箇
所

で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
（
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
は
、
）
公
務
員
個
人
は
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な

い
こ
と
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（
略
）。

こ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
国
又
は
公
共
団
体
以
外
の
者
の
被
用
者
が
第
三
者
に
損
害
を
加
え

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
被
用
者
の
行
為
が
国
又
は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
る
と
し
て
国
又
は
公
共
団
体
が
被
害
者
に
対
し

て
同
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
に
は
、
被
用
者
個
人
が
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
の
み
な
ら

ず
、
使
用
者
も
同
法
七
一
五
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
の
判
示
で
あ
る

年
最
高
裁
判
決
）
。
な
お
、
平
成
一
九
年
最
高
裁
判
決
の
判
断
は
、
児
童
養
護
施
設
恩
寵
園
児
童
虐
待
事
件
（
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
、

運
営
す
る
児
童
養
護
施
設
の
施
設
長
が
、
児
童
福
祉
法
二
七
条
一
項
三
号
の
措
置
に
基
づ
き
同
施
設
に
入
所
し
て
い
た
児
童
ら
に
対
し

(12
)
 

て
、
体
罰

・
暴
行
を
行
っ
た
と
い
う
事
件
）
に
引
き
継
が
れ
、
同
事
件
に
お
い
て
も
、
平
成
一
九
年
最
高
裁
判
決
と
同
様
の
結
論
が
採
ら

(13
)
 

れ
て
い
る
。

②
公
務
員
の
加
害
行
為
が
故
意
・
重
過
失
要
件
を
満
た
す
場
合
の
「
公
務
員
の
対
外
的
個
人
責
任
」
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
最
高
裁
判
所
の
以
上
の
判
断
は
、
公
務
員
の
加
害
行
為
が
故
意
・
重
過
失
要
件
を
満
た
す
と
い
う
場
合
に
も
妥
当
す
る
と

て
い
る

賠
償
の
請
求
を
行
う
と
と
も
に
、

る
か
で
あ
る
。

以
上
は
、

D
指
導
員
を
被
告
と
し
て
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
請
求
を
も
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き

い
わ
ゆ
る
「
公
務
員
の
対
外
的
個
人
責
任
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所

は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
公
務
員
個
人
は
被
害
者
に
対
し
て
直
接
責
任
を
負
わ
な
い
と
の
立
場
を
と
っ

（
最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
昭
和
三

0
年
四
月
一
九
日
判
決
（
民
集
九
巻
五
号
五
三
四
頁
）
）
。
因
み
に
、
前
記
の
積
善
会
児
童
養

（
平
成
一
九



329 社会保障法における事例研究の試み (329) 

一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
国
家
賠
償

法
一
条
二
項
は
、
「
公
務
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
国
又
は
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
務
員
に
対
し
て
求
償
権
を
有

す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
求
償
権
の
制
度
が
機
能
し
て
い
な
い
実
態
を
も
併
せ
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
責
任
の
適
正
な
負
担
の
観

点
か
ら
み
て
、
ま
た
、
違
法
行
政
の
防
止
の
観
点
か
ら
み
て

案
に
よ
っ
て
は
、
公
務
員
個
人
も
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら

な
お
、
公
務
員
の
個
人
責
任
の
成
否
に
つ
い
て
肯
定
説
を
採
る
学
説
に
は
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
記
の
最
高
裁
判

所
第
三
小
法
廷
昭
和
三
0
年
四
月
一
九
日
判
決
を
紹
介
し
た
上
で
、
「
公
務
員
に
故
意
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
場
合
に
ま
で
一
律
に
こ
う

(14
)
 

解
し
て
よ
い
か
は
疑
問
で
あ
る
。
公
務
員
の
過
保
護
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
。
」
と
述
べ
る
見
解
、
ま
た
、
故
意
の
場
合
だ
け
で
な
く
、

(15
)
 

重
過
失
の
あ
る
公
務
員
に
対
し
て
も
対
外
的
個
人
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
な
ど
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
発
生
し
た
と
捉
え
て
（
こ
こ
で
は
、

（
民
間
委
託
事
案
で
は
適
切
な
事
務
遂
行
の
確
保
の
観
点
か
ら
み
て
）
、
事

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
本
事
例
に
お
い
て

A
は
、
失
明
と
い
う
後
遺
障
害
が

D
指
導
員
の
「
故
意
」
あ
る
い
は
「
重
過
失
」

(17
)
 

D
指
導
員
の
暴
行
行
為
の
評
価
が
問
題
と
な
る
）
、
都
道
府
県
を
被
告
と
し
て
国
家
賠
償

請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
、

D
指
導
員
を
被
告
と
し
て
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ

五、

C
が
自
立
援
助
ホ
ー
ム
で
は
な
く
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
で
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て

こ
の
場
合
も
、
以
上
で
の
検
討
と
同
様
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
（
児
童
福
祉
法
六
条
の
三
第
八
項
）

の
養
育
過
程
に
お
い
て
養
育
者
か
ら
暴
行
行
為
を
受
け
後
遺
障
害
を
負
っ
た
児
童
は
、

と
を
検
討
し
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
学
説
の
争
い
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
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都
道
府
県
を
被
告
と
し
て
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
、
養
育
者
を
被
告
と

し
て
民
法
七

0
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
や
は
り
、
小
規
模

住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
お
い
て
行
わ
れ
る
養
育
は
、
法
二
七
条
一
項
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
措
置
委
託
決
定
を
根
拠
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
要
保
護
児
童
に
対
す
る
措
置
の
事
務
は
、
法
二
七
条
一
項
三
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府

県
が
行
う
べ
き
事
務
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
お
い
て
行
わ
れ
る
養
育
は
、
本
来
は
都
道
府
県
が
行

う
べ
き
事
務
で
あ
る
も
の
を
（
す
な
わ
ち
、
要
保
護
児
童
に
対
す
る
措
置
の
事
務
を
）
、
事
業
の
性
質
か
ら
、
都
道
府
県
が
小
規
模
住
居

最
後
に
、

A
の
訴
訟
能
力
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
A
は
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
義
務
教
育
終
了
児
童
等
で
あ
る
か

ら
、
未
成
年
者
と
し
て
訴
訟
能
力
を
有
し
な
い
。
民
事
訴
訟
法
三

一
条
は
、
「
未
成
年
者
（
略
）

訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
A
が
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
で
も
、
提
訴
の
段

階
で
訴
訟
能
力
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
、

A
の
訴
え
は
不
適
法
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

一項、

二
項
の
適
用
対
象
事
例
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
）。

そ
う
す
る
と
本
事
例
で
は
、
法
定
代
理
人
が
訴
訟
行
為
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
訴
訟
無
能
力
者
の
法
定
代
理
に

つ
い
て
定
め
る
民
事
訴
訟
法
二
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
事
例
で
は
、
親
権
者
（
民
法
八
二
四
条
）
、
未
成
年
後
見
人
（
民
法
八
五
九
条
）

が
法
定
代
理
人
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
訴
訟
行
為
を
行
わ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、

に
親
権
者
が
な
い
場
合
に
A
に
未
成
年
後
見
人
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
と
き
で
あ
る
。
本
事
例
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
が
必
要

六
、
A
の
訴
訟
能
力
と
A
の
訴
訟
行
為
の
法
定
代
理
に
つ
い
て

型
児
童
養
育
事
業
者
に
委
託
し
て
実
施
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
）
。

は
、
法
定
代
理
人
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

（
民
事
訴
訟
法
三
四
条A
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な
児
童
が
被
害
当
事
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
雑
な
家
庭
環
境
な
ど
を
背
景
と
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
以

(18
)
 

上
の
事
態
は

一
個
の
問
題
と
し
て
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
論
点
と
言
え
る
。

な
お
、
民
法
七
二
四
条
は
、

「不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
は
、
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加
害
者
を
知

っ
た
時
か
ら
三
年
間
行
使
し
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ

っ
て
消
滅
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
以
上
の
規
定
か
ら

A
は、

三
年
以
内
に

訴
え
の
提
起
を
行
え
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ

っ
て
も

A
は
、
年
齢
次
第
で
は
成
年
年
齢
に
達
す
る
ま
で
に
損

（児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
は
社
会
福
祉
法
二
条
三
項
の
第
二
種
社
会

福
祉
事
業
で
あ
る
。
な
お
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
三
六
条
の
八
は
、
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所

ご
と
に
、
指
導
員

（略
）
及
び
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
）
、

童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
を
被
告
と
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
民
事
訴
訟
法
二
九
条
の
規
定
に

よ
り
A
が
右
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
以
上
に
お
い
て

A
は
、
都
道
府
県
と
併
せ
て
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
に
対
し

て
も
損
害
賠
償
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
積
善
会
児
童
養
護
施
設
集
団
暴
行
事
件
の
平
成
一
九
年
最
高
裁
判
決

（及
び

高
裁
判
決

（名
古
屋
高
裁
平
成

一
七
年
九
月
二
九
日
判
決
民
集
六

一
巻
一
号
六
七
頁
）
）
を
参
考
に
考
え
て
み
よ
う
。

注(
1
)
な
お
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
三
六
条
の
―
二
は
、
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
ご
と
に、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
は
法
人
格
を
持
た
な
い
事
業
者
で
あ
る
が

[も

っ
と
論
点
を
深
め
る
た
め
に
]

害
賠
償
請
求
権
を
失
う
結
果
に
な
る
。

A
は、

C
自
立
援
助
ホ
ー
ム
を
運
営
す
る
児
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業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
、
第
八
号
で
「
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐

待
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
の
要
綱
で
あ
る
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

（自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
実
施

要
綱
」

（
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業

（自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
の
実
施
に
つ
い
て
」
児
発
第
三
四
四
号
平
成

一
0
年
四
月
二
二

日

（
一
部
改
正
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
雇
児
発
0
三
二
九
第
八
号
））

は
以
上
に
関
し
て
、
「
第
九
実
施
に
当
た

っ
て
の
事
業
者
の
留
意
事
項
」
の
箇
所

で
、
「
（
五
）
事
業
者
は
、
児
童
の
権
利
擁
護
及
び
虐
待
の
防
止
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
①
職
員
に
対
し
、
入
居
児
童
に
虐
待

等
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
旨
、
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
以
下
略
）
」
な
ど
と
定
め
て
い
る
。

(2
)
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
は
児
童
福
祉
法
二
条
の
規
定
で
あ
る
。
同
条
は
、
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
の
保
護
者
と
と
も
に
、
児
童
を
心
身
と
も

に
健
や
か
に
育
成
す
る
責
任
を
負
う
。
」
と
定
め
て
い

る
。

(3
)
た
と
え
ば
、

室
井
力
、
芝
池
義
一

、
浜
川
清
編
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
行
政
法
Il
【第
二
版
】
行
政
事
件
訴
訟
法
・
国
家
賠
倍
法
」
（日
本
評
論
社
、

二
0

0
六
年
）
五
一
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
4
)
南
博
方

『行
政
法
（
第
六
版）
」
（
有
斐
閣
、
二
0
0
六
年
）
ニ
―
五
頁
。

(5
)
南
•
前
掲
書
注
(
4

)
ニ
―
五
ー

ニ
―
六
頁
。

(6
)
塩
野
宏

『行
政
法
II
[第
五
版
補
訂
版
]
行
政
救
済
法
』（
有
斐
閣
、
二

0
1
――一年
）
三

0
六
頁
。

(
7
)
塩
野
・
前
掲
書
注

(
6
)
三
0
四
頁
。

(8
)
福
祉
行
政
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
民
間
委
託
に
着
目
し
て
国
家
賠
依
法
一
条

一
項
の
公
務
員
に
つ
い
て
考
察
す
る
文
献
と
し
て
、
交
告
尚
史
「
国
賠
法

一
条
の
公
務
員
1

福
祉
行
政
に
お
け
る
民
間
委
託
に
着
目
し
て
」
神
奈
川
法
学
三

0
巻
二
号
(
-
九
九
五
年
）
七
五
頁
以
下
が
あ
る
。

(9
)
参
照
、
室
井
他
編
・
前
掲
書
注

(3
)
五一

九
頁
。

(10
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
児
童
養
護
施
設
恩
寵
園
児
童
虐
待
事
件
に

つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
同
事
件
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
、
運
営
す

る
児
童
養
護
施
設
の
施
設
長
が
、
児
童
福
祉
法
二
七
条

一
項
三
号
の
措
置
に
基
づ
き
同
施
設
に
入
所
し
て
い
た
児
童
ら
に
対
し
て
、
体
罰
・
暴
行
を
行

っ

た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
児
童
ら
が
、
施
設
長
及
び
社
会
福
祉
法
人
を
被
告
と
し
て
民
法
七
0
九
条
、
七
一
五
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を

請
求
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
長
は
県
の
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
公
務
員
に
当
た
る
と
主
張
し
て
、
県
を
被
告
と
し
て
国
家
賠
償
法

一
条

一
項
に
基

づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
、
後
掲
の
積
善
会
児
童
養
護
施
設
集
団
暴
行
事
件
の
最
高
裁
判
決

（第一

小
法
廷
判
決
平
成

一
九
年
一
月
二
五
日
）
を
引
用
し
て
原
告
の
国
家
賠
償
請
求
を
認
容
す
る
と
の
判
決
を
し
た
の
で
あ
る
が

（東
京
高
裁
平
成
ニ―

年
二
月
二
六
日

(T
K
C

法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
文
献
番
号
二
五
四
六
四
三
三
九
）
。
な
お
児
童
ら
は
、
最
高
裁
判
所
に
対
し
て
上
告
・
上
告
受
理
申
立
て
を
し
た
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
最
高
裁
判
所
は
上
告
棄
却
、
上
告
不
受
理
の
決
定
（
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
平
成
二
二
年
―

一
月
五
日
決
定

(T
K
C
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
文
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献
番
号
二
五
四
六
四
三
四
0
)
）
を
し
て
い
る
）
、
裁
判
所
は

一
審
判
決

（
千
葉
地
裁
平
成

一
九
年

―二
月
二
0
日
判
決
（
裁
判
所
H
P
)
）
に
お
い
て
、
県

の
以
下
の
主
張
、
す
な
わ
ち
、
施
設
長
の
行
為
は
い
ず
れ
も
入
所
児
童
に
対
す
る
養
育
監
護
の
一
環
と
は
い
え
な
い
た
め
、
国
賠
法
一
条
一
項
に
い
う

「
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
な
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
の
主
張
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
国
賠
法

一
条

一
項

に
い
う
『
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
』
に
該
当
す
る
行
為
は
、
外
形
的
に
み
て
、
加
害
公
務
員
の
行
為
が
職
務
行
為
の
外
形
を
有
す
れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ

る
と
こ
ろ
、
被
告
施
設
長
に
よ
る
本
件
各
行
為
は
、
被
告
施
設
長
が
施
設
長
を
務
め
る
養
護
施
設
内
で
、
入
所
児
童
に
対
し
、
入
所
児
童
に
対
す
る
施
設

長
な
い
し
職
員
と
い
う
立
場
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
外
形
上
、
養
護
施
設
職
員
が
、
入
所
児
童
に
対
し
て
養
育
監
護
を
行
う
に
つ
き
な

さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
被
告
施
設
長
に
よ
る
本
件
各
行
為
は
、
国
賠
法
一
条

一
項
に
い
う
「
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
な
さ
れ
た

も
の
と
い
え
」
る
と
の
判
断
で
あ
る
。
裁
判
所
の
右
の
判
断
は
、
本
事
例
の
検
討
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
判
断
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

(11)
平
成
一
九
年
最
高
裁
判
決
の
射
程
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
秋
元
美
世
「
民
間
養
護
施
設
に
お
け
る
集
団
暴
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
入
所
児
の
後
遺
障

害
」
西
村
健

一
郎
、
岩
村
正
彦
編

『別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
社
会
保
障
判
例
百
選
[
第
四
版
]
』
（
有
斐
閣
、
二

o゚
八
年
）
ニ
二
五
頁
を
参
照
の
こ
と
o

(12)
本
稿
注

(10
)
を
参
照
の
こ
と
。

(13)
東
京
高
裁
平
成
ニ
―
年
一
一月
二
六
日
判
決
。
な
お
、
児
童
整
護
施
設
恩
寵
園
児
童
虐
待
事
件
の
一
審
判
決
（
千
葉
地
裁
平
成

一
九
年
―
二
月
―

1
0
日
判

決
）
は
、
以
上
に
関
し
て
次
の
判
示
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
原
告
ら
は
、
本
件
が
、
平
成

一
九
年
最
高
裁
判
決
と
異
な
り
、
児
童
の
養
育
保
護
に
つ

い
て
直
接
責
任
を
負
う
べ
き
施
設
長
に
お
い
て
、
故
意
に
行
っ
た
行
為
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
事
案
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
施
設
長
個
人
も
不
法
行
為
責

任
を
負
担
す
べ
き
旨
主
張
す
る
。
し
か
し
、
公
務
員
が
、
権
限
行
使
の
意
思
を
何
ら
有
さ
な
い
の
に
、
職
務
行
為
を
装
っ
て
、
故
意
に
他
人
に
損
害
を
加

え
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
本
件
各
不
法
行
為
は
、
施
設
長
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
行
為
で
あ
る
養
育
監
護
行
為
を
行
う
に
つ
き
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
な
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各
不
法
行
為
が
故
意
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
も
、
施
設
長
は
個
人
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
の
が
国
賠
法
の
法
意
と
解
さ
れ
る
。」

と
判
示
し
て
い
る
。

(14)

原
田
尚
彦

『行
政
法
要
論
（
全
訂
第
七
版
補
訂
版
）
』
（
学
陽
書
房
、
二
0
1
―
年
）
―
-九
九
頁。

(15)
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
II
』
（
有
斐
閣
、
二

0
0
九
年
）
四
四
一
ー
四
四
二
頁
。

(16
)
こ
の
ほ
か
に
、
肯
定
説
を
支
持
す
る
学
説
と
し
て
、
こ
こ
で
は
今
橋
盛
勝

「体
罰
裁
判
と
国
家
賠
償
法

一
条
論
」
法
律
時
報
五
七
巻

一
0
号
(
-
九
八

五
年
）
七
五
頁
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

(
1
7
)
A
の
後
遺
障
害
は
失
明
で
あ
る
か
ら
、

D
指
導
員
の
暴
行
行
為
は
頻
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
顔
へ
の
暴
行
行
為
は

「
常
に
、
生
命
・
安
全
の
点
で
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
や
す
く
、
そ
う
い
う
重
大
な
危
険
性
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

は
ず
の
も
の
で
あ
る
（
参
照
、
今
橋

・
前
掲
論
文
注

(16)
七
八
頁
）
。
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は
、
誰
に
対
し
ど
の
よ
う
な
争
訟
を
提
起
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

(18
)
こ
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
文
献
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
小
泉
広
子

「
自
治
体
福
祉
行
政
に
お
け
る
子
ど
も
独
自
の
利
益
代
理
の
必
要
性
」
兼
子
仁

先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会

「分
権
時
代
と
自
治
体
法
学
」
（
勁
草
書
房
、
二
0
0
七
年
）
四
七
ニ
ー
四
七
六
頁
が
あ
る
。
小
泉
は
、
親
権
者
が
社
会
生

活
上
法
定
代
理
権
を
行
使
し
て
い
る
実
体
の
な
い
場
合
に
つ
い
て
の
、
特
別
代
理
人
の
選
任
の
余
地
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

[
キ
ー
ワ
ー
ド
]

N
P
O
法
人
と
補
助
金
問
題

N
P
O
法
人
と
福
祉
事
業
、

[
事
例
の
内
容
]

H
県
に
あ
る
J
N
P
O
法
人
は
、

る

(J
N
P
O
法
人
は
、

H
県
の
県
民
K
は、

J
N
P
O
法
人
が
、
補
助
金
の

一
部
を
目
的
外
に
使
用
し
、
又
は
違
法
に
保
有
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。

K

H
県
は
、
前
記
事
業
を
行
う
に
あ
た
り
「

H
県
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
児
童
福
祉
法
、
児
童
福

(
6
)
 

[
事
例
]

N
P
O
法
人
と
補
助
金
、
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業

江

野

尻

正

明

ー

1

1
ー

ー

ー

ー

1

1
ー

ー

ー

ー

1

|

1
ー

ー

ー

1
ー

ー

1
ー

J

H
県
よ
り
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て

「
退
所
児
童
等
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
事
業
」
を
実
施
し
て
い

H
県
よ
り
、
事
業
の
委
託
を
受
け
た
と
い
っ
て
い
る
）
。
J
N
P
O
法
人
の
代
表
者
は

L
で
あ
る
。




